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メタバース・VR・AI学習支援システム開発・導入業務委託 

公募型プロポーザル募集要項 

 

令和６年９月 17日 

発注者 

 公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 

理事長 大谷 泰夫 

 

１ 委託業務の名称 

  メタバース・VR・AI学習支援システム開発・導入業務委託 

   

２ 委託業務の内容 

  別添「仕様書」のとおり 

 

３ 委託料上限額 

  2,500,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和７年 3月 31日（月）まで 

 

５ 参加資格 

  参加意思表明書の提出期限（提出期限の末日）から契約締結までの全期間に渡って、次の各号

に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１） 医療系教育機関へ VR教材システムを提供した実績を有すること 

（２） 医療系教育機関で VR・ICTに関する授業を行った実績を有すること  

（３）地方自治法施行令第 167条の４に該当しない者であること 

（４）神奈川県の指名停止期間中の者でないこと 

（５）仕様書に示す業務内容を、履行する能力を有すること 

 

６ スケジュール 

（１）参加意思表明書の受付    令和６年９月 26日（木）17時まで（必着） 

（２）質問書の受付        令和６年９月 26日（木）17時まで（必着） 

（３）質問に対する回答      令和６年 10月２日（水）予定 

（４）企画提案書の受付      令和６年 10月９日（水）17時まで（必着） 

（５）企画提案書の審査会開催日  令和６年 10月中旬予定 

（６）選定結果の通知       令和６年 10月下旬予定 
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７ 参加手続 

（１）参加意思表明書の提出 

   参加を希望する者は、参加意思表明書を提出すること。参加意思表明書の提出がない者の

参加は認めない。 

 ア 提出書類 参加意思表明書（様式１） 

 イ 提出期限 令和６年９月 26日（木）17時まで（必着） 

 ウ 提出方法 電子メール 

    ※未到着等の事故を防ぐため、メール送信後に電話で送信した旨を連絡すること。 

 エ 提 出 先 「11 問合せ先」参照 

（２）質問の受付及び回答 

   企画提案書に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。 

   質問に対する回答は、全ての参加意思表明書の提出者に対して電子メールで行う。 

 ア 提出書類 質問書（様式２） 

 イ 提出期限 令和６年９月 26日（木）17時まで（必着） 

 ウ 提出方法 電子メール 

    ※未到着等の事故を防ぐため、メール送信後に電話で送信した旨を連絡すること。 

 エ 提 出 先 「11 問合せ先」参照 

 オ 回答予定日 令和６年 10月２日（水）予定 

（３）企画提案書等の提出 

ア 提出書類 企画提案書等一式 

 （ア）企画提案書（任意様式） 

    企画提案書には、次の内容について必ず記載すること。 

① 本業務の概要図 

② メタバース・VR・AI学習支援システムの簡単な構成と特徴 

③ 制作スケジュール  

 （イ）団体・会社概要書（様式３） 

 （ウ）業務受託実績調書（様式４） 

 （エ）見積書（任意様式） 

    ※ 項目などの内訳を具体的に記載するとともに、税込額も記載すること。 

イ 提出期限 令和６年 10月９日（水）17時まで（必着） 

ウ 提出方法 電子メール 

              ファイル形式：PDF 

      ※未到着等の事故を防ぐため、メール送信後に電話で送信した旨を連絡すること。 

エ 提 出 先 「11 問合せ先」参照 
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８ 審査方法 

  応募のあった企画提案について、書類による審査を行う。 

（１）審査基準 

別表「メタバース・VR･AI学習支援システム開発・導入業務委託 企画提案書の評価基準」の

とおり。 

   ※審査委員の合計得点が最も高い提案を選定候補とするが、合計点が同じ提案があった場合

は、審査員の投票により決定する。 

※審査項目に著しく低い点数のあった提案は、合計得点及び順位いかんに関わらず、不採用

となる場合がある。 

（２）参加が無効となる場合 

企画提案書が次の項目に該当する場合には、参加を無効とする場合がある。 

ア 参加資格を有しない者が提案した企画提案書 

イ 提出期限、提出先及び提出方法が適合しないもの 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

オ 見積金額が委託料上限額を超えているもの 

（３）選考結果の通知 

令和６年 10月下旬頃に選考結果を通知する。 

 

９ 業務委託の契約手続 

次のとおり、業務委託の契約手続を行う。 

（１）発注者は選定された提案者と別途協議を行い、協議が整った場合には契約締結となる。 

（２）契約の際に提案内容を一部変更することがある。それに伴う仕様の変更等については、必要

に応じて発注者と協議のうえ、対応することとする。 

（３）選定された提案者との協議が整わない場合は、提案次点者と同様の契約手続を行う。 

 

10 留意事項 

（１）プロポーザル参加に係る経費は参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）提出された書類は、選定以外の目的には無断で使用しない。 

（５）本委託業務に係る提案書の提出を行う者は、次のとおり誓約したものとみなす。 

 ア 会社更生法、民事再生法に基づき更正又は再生手続きをしていない者であること 

 イ 債務の不履行により、所有する資産に対し、仮差押え、保全差押え又は差押えの命令及び

競売手続の開始決定を受けている者でないこと 

 ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）でないこと 



 

 

4 

 

 エ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にないこと 

 オ 暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を役員に含

まないこと 

（６）選定後、参加者名等は公表するが、審査結果については、採用者以外は特定されない方法で

公表する。 

 

11 問合せ先 

  〒238-8522  横須賀市平成町１丁目 10番１号 

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 事務局総務部財務課 

担当者 内村 

電話 046-828-2513 

電子メール nyuusatu@kuhs.ac.jp 
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別表 

「メタバース・VR･AI学習支援システム開発・導入業務委託 企画提案書の評価基準」 

評価項目 評価内容 評価の視点 配点 

開発 メタバース

システム 

① 容易に操作して学習を進められるものであるか。 

② 作成において費用対効果が高いものであるか。 

③ コンテンツ内容は医療等の現場を的確に模したものか。 

④ コンテンツ内容は興味・関心を引くものであるか。 

20点 

VRシステ

ム 

① 容易に操作して学習を進められるものであるか。 

② 作成において費用対効果が高いものであるか。 

③ コンテンツ内容は保健医療福祉の学習に有効であるか。 

④ コンテンツ内容は興味・関心を引くものであるか。 

20点 

AIシステ

ム 

① 容易に操作して学習を進められるものであるか。 

② 作成において費用対効果が高いものであるか。 

③ コンテンツ内容は保健医療福祉の学習に有効であるか。 

④ コンテンツ内容は興味・関心を引くものであるか。 

20点 

導入 ① 開発したシステムを使用する学生や卒業生等が理解しや

すいような学習プログラムを計画しているか。 

② 関心をもった学生や卒業生等のコンサルティングが学習

プログラムに計画されているか。 

20点 

実施体制・ 

制作スケジュール 

① 本業務を円滑かつ確実に実施できる体制を構築している

か。 

② 制作スケジュールは、具体的で妥当性があるか。 

10点 

業務受託実績 ① 過去５年間において、本業務と同種又は類似業務を履行

した実績を有しており、本業務を円滑に進めることがで

きると認められるか。 

5点 

見積金額 ① 積算根拠が明瞭であり、提案内容に対して妥当である

か。 

5点 

合計 100点 

 


